
　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大網２（８）保育・幼児教育 ③ 担 当 課 健康福祉部保育課

② 事 務 事 業 名 学童保育所運営事業 ④ 整 理 用 コ ー ド 2 8 2 1 2

⑤１０年後のまちの姿 保育所（園）、認定こども園、幼稚園、学童保育所等における保育サービスや幼児教育を通じて、保護者が喜びを実感しながら安心して子育てを行い、子どものよりよい育ちを実現しています。

⑦　　　S D G ｓ ４【教育】 質の高い教育をみんなに ターゲット ４．a

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１） 学童保育事業の指定管理委託料【子ども・子育て支援交付金】 175,946

（２） 長期休業限定学童保育所を１施設増設 6,627

（３） 指定管理者の業務履行の監視・評価（モニタリングの実施） 73

（４） 東学童保育所待機児童対策（大宮ル－ム運営） 3,369

（５） 中央学童保育所待機児童対策（南学童保育所への送迎） 2,802

（６） 南学童保育所トイレ洋式化・多目的トイレ改修等 10,302

（１） 学童保育事業の指定管理委託料【子ども・子育て支援交付金】 198,330

（２） 指定管理者の業務履行の監視・評価（モニタリングの実施） 49

（３） 指定管理者の業務履行の第三者評価（指定管理４年目）【子ども・子育て支援交付金】 2,604

（４） 中央学童保育所トイレ改修【子ども・子育て支援交付金】 7,425

（５） 学童保育所の維持管理（備品の更新等を含む） 3,835

（６） 旧東学童保育所売却に向けた不動産鑑定 260

（１） 学童保育事業の指定管理委託料【子ども・子育て支援交付金】 177,332

（２） 学童保育所指定管理者選定委員会の開催、令和９年度からの次期指定管理者の選定 106

（３） 指定管理者の業務履行の監視・評価（モニタリングの実施） 49

（４） 臨時学童保育所運営に係る経費（管理委託料、土地・建物借上料等） 30,420

（５）

（１） 学童保育事業の指定管理委託料【子ども・子育て支援交付金】 179,535

（２） 指定管理者の業務履行の監視・評価（モニタリングの実施） 49

（３）

（４）

（５）

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 110,854 136,431 116,222 108,664 472,171

地方債 0

その他 3,444 3,444

一般財源 88,265 76,072 88,241 70,920 323,498

概算事業費（合計） 199,119 212,503 207,907 179,584 799,113

（備考）子ども・子育て支援交付金　補助率　国1/3　府1/3

⑥ 事 務 事 業 概 要
保護者の就労等により放課後の家庭保育を必要とする児童（小学校１年生から６年生）を対象に、指定管理者と協働し、保護者や子どもにとって、安全・安
心な保育が継続して提供できるよう、適切な運営ならびに施設の整備・維持管理を行っていく。

６年度

７年度

８年度

９年度

⑩ 財 源



　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大綱２（８）保育・幼児教育 ③ 担 当 課 健康福祉部保育課

② 事 務 事 業 名
保育所運営事業（保育サービスの提供）

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）
④ 整 理 用 コ ー ド 2 8 1 1 2

⑤１０年後のまちの姿 保育所（園）、認定こども園、幼稚園、学童保育所等における保育サービスや幼児教育を通じて、保護者が喜びを実感しながら安心して子育てを行い、子どものよりよい育ちを実現しています。

⑦　　　S D G ｓ ４【教育】 質の高い教育をみんなに ターゲット ４．２

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１） 保育サービスの提供

（２） 延長保育（午前７時～午後７時）の実施

（３） 低年齢児保育（産休明け）の実施

（４） 管理栄養士の配置

（５） 病児・病後児保育（体調不良児対応型）の実施

（６） 少子化対策のための多子世帯に係る保育料軽減

（１） 保育サービスの提供

（２） 延長保育（午前７時～午後７時）の実施

（３） 低年齢児保育（産休明け）の実施

（４） 管理栄養士の配置

（５） 病児・病後児保育（体調不良児対応型）の実施

（６） 少子化対策のための多子世帯に係る保育料軽減

（１） 保育サービスの提供

（２） 延長保育（午前７時～午後７時）の実施

（３） 低年齢児保育（産休明け）の実施

（４） 管理栄養士の配置

（５） 病児・病後児保育（体調不良児対応型）の実施

（６） 少子化対策のための多子世帯に係る保育料軽減

（７） 町立保育所（３か所）における「乳児等通園支援事業（通称「こども誰でも通園制度」）開始 440

（８） 保育園システム「コドモン」に係るタブレット及びソフトウェア追加購入 6,607

（１） 保育サービスの提供

（２） 延長保育（午前７時～午後７時）の実施

（３） 低年齢児保育（産休明け）の実施

（４） 管理栄養士の配置

（５） 病児・病後児保育（体調不良児対応型）の実施

（６） 少子化対策のための多子世帯に係る保育料軽減

（７） 町立保育所（３か所）における「乳児等通園支援事業（通称「こども誰でも通園制度」） 440

（８）

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 13,998 14,576 16,329 16,329 61,232

地方債 0

その他（保育料等） 23,336 24,747 24,099 24,099 96,281

一般財源 305,059 291,660 309,012 302,405 1,208,136

概算事業費（合計） 342,393 330,983 349,440 342,833 1,365,649

（備考）子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金　国1/2、子ども子育て支援交付金（病児保育事業（体調不良対応
型）　
国1/3、府1/3　　　　　少子化対策のための多子世帯に係る保育料軽減（保育料の減収：19,803千円）は全て一般財源の負担
保育対策総合支援事業費補助金　国・府　6300千円

⑥ 事 務 事 業 概 要
町立保育所において、児童の年齢や保護者の就労形態に応じた保育の量の確保及び質の向上を図るとともに、多様な保育サー
ビスを提供する。

６年度 342,393
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８年度

９年度

⑩ 財 源



　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大綱２（８）保育・幼児教育 ③ 担 当 課 健康福祉部保育課

② 事 務 事 業 名 民間保育所等助成事業 ④ 整 理 用 コ ー ド 2 8 2 1 2

⑤１０年後のまちの姿 保育所（園）、認定こども園、幼稚園、学童保育所等における保育サービスや幼児教育を通じて、保護者が喜びを実感しながら安心して子育てを行い、子どものよりよい育ちを実現しています。

⑥ 事 務 事 業 概 要 幼稚園、認定こども園の運営支援等により、就学前児童への質の高い幼児教育を提供する。

⑦　　　S D G ｓ ４【教育】 質の高い教育をみんなに ターゲット ４．２

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１） 民間保育所への運営委託 635,235

（２） 保育事業補助金の交付 261,170

（３） 病児・病後児保育の実施 1,755

（４） 認定こども園等への施設型給付費の支給 656,181

（５） 児童福祉審議会の開催 43

（６） 幼児教育・保育無償化 18,005

（７） 医療的ケア児の受け入れに係る補助金の交付 13,210

（８） 少子化対策のための多子世帯に係る保育料軽減に伴う認定こども園への施設型給付費の支給 12,508

（９） 保育士等就職支援金の支給 2,400

（１） 民間保育所への運営委託 453,980

（２） 保育事業補助金の交付 278,259

（３） 病児・病後児保育の実施 1,842

（４） 認定こども園等への施設型給付費（少子化対策のための多子世帯に係る保育料軽減に伴う施設型給付費を含む）の支給 808,249

（５） 児童福祉審議会の開催 42

（６） 幼児教育・保育無償化 16,928

（７） 医療的ケア児の受け入れに係る補助金の交付 13,312

（８） 保育士等就職支援金の支給 7,200

（９） 食料品等の物価高騰に対する民間保育園等への補助（町内7園）(R7.10月～R8.3月分） 8,244

（１） 民間保育所への運営委託 453,980

（２） 保育事業補助金の交付 278,259

（３） 病児・病後児保育の実施 1,842

（４） 認定こども園等への施設型給付費（少子化対策のための多子世帯に係る保育料軽減に伴う施設型給付費を含む）の支給 808,249

（５） 児童福祉審議会の開催 42

（６） 幼児教育・保育無償化 16,928

（７） 医療的ケア児の受け入れに係る補助金の交付 13,312

（８） 保育士等就職支援金の支給 9,200

（９） つばさ共同保育園デッキ改修に係る補助金 11,665

（１） 民間保育所への運営委託 453,980

（２） 保育事業補助金の交付 278,259

（３） 病児・病後児保育の実施 1,842

（４） 認定こども園等への施設型給付費（少子化対策のための多子世帯に係る保育料軽減に伴う施設型給付費を含む）の支給 808,249

（５） 児童福祉審議会の開催 42

（６） 幼児教育・保育無償化 16,928

（７） 医療的ケア児の受け入れに係る補助金の交付 13,312

（８） 保育士等就職支援金の支給 9,200

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 1,508,085 974,819 967,152 959,375 4,409,431

地方債 0

その他(保育料等） 46,353 23,108 23,108 23,108 115,677

一般財源 46,069 590,129 603,217 599,329 1,838,744

概算事業費（合計） 1,600,507 1,588,056 1,593,477 1,581,812 6,363,852

（備考）
子どものための教育・保育給付費負担金（給付額から徴収金を差し引いた額にかかる補助）　
　国　１号：74.40/100　　2号：1/2　　3号：58.230/100　　府　１号：74.40/100　　2号：1/4　3号：20.885/100
子ども・子育て支援交付金補助率　国1/3　府1/3、
保育対策総合支援事業費補助金（医療的ケア児保育支援事業）　府3/4（国1/2.府1/4）、

６年度

７年度

８年度

９年度

⑩ 財 源



　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大網２（８）保育・幼児教育 ③ 担 当 課 健康福祉部保育課

② 事 務 事 業 名 保育一般事務経費 ④ 整 理 用 コ ー ド 2 8 1 1 1

⑤１０年後のまちの姿 保育所（園）、認定こども園、幼稚園、学童保育所等における保育サービスや幼児教育を通じて、保護者が喜びを実感しながら安心して子育てを行い、子どものよりよい育ちを実現しています。

⑦　　　S D G ｓ ４【教育】 質の高い教育をみんなに ターゲット ４．a

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（１） 夏休み子どもの居場所づくり事業（ふれあいセンター・中央小学校計2か所で実施） 3,400

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（１） 夏休み子どもの居場所づくり事業（ふれあいセンター・中央小学校計2か所で実施） 3,884

（２）

（３）

（４）

（５）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 0

地方債 0

その他 207 400 607

一般財源 3,193 3,484 0 6,677

概算事業費（合計） 0 3,400 3,884 0 7,284

⑥ 事 務 事 業 概 要
普段は学童保育を利用していないが夏休み期間中の平日昼間は保護者の就労等により保育に欠けることとなる町内在住の小学生を対象に、保育士等が
見守る安心・安全な環境で自由学習や屋内外遊び、食事などができる場所を提供する、「夏休みの子どもの居場所づくり事業」を実施する。

６年度

７年度

８年度

９年度

⑩ 財 源


